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～労働法制特別委員会若手会員から～

第63回  東京地裁平成29年3月28日判決
（エイボン・プロダクツ事件／労働判例1164号71頁）
会社分割に伴う商法等改正法附則第5条の協議（5条協議）の有無と
労働契約承継の成否等

労働法制特別委員会委員　太宰 未桜（62期）

1　事案の概要

　本件は，ฏ成24年当時，化হ類等の・ച

ങ等を行う:ࣾのA場のラインでۈ務してい

たXが，:ࣾがA場について新設分割（以下「本

件会ࣾ分割」）し設立した全子会ࣾである0ࣾの解

されたため，:ࣾに対し，ओޏを理由に0ࣾを解ࢄ

Ґ的に࿑ಇ契約上の権利を有する地Ґにあることの

確認及び金・༩の支払い，予備的に不法行ҝに

基ͮくଛ害ഛঈの支払いを求めた事案である。時ܥ

ྻは，概ね以下のとおりである。

　ฏ成24年4月�日，:ࣾ表者&は同年7月2日

付での本件会ࣾ分割を決定したࢫを公表した。同年

5月上०，A場の#場長はேྱでXらに本件会

ࣾ分割に関しઆ明した。同年5月7日から22日にか

けて，:ࣾはXにୀ৬קし，同月24日までに意向

を明らかにするよう要請した。同年5月16日，:ࣾは

新設分割計ը書を作成し，同月22日，これを本ళに

ਾえ置いた。同年5月23日，Xは࿑に加入し，同

月24日，࿑を通じてୀ৬קを受け入れないࢫを

通告した。同年5月31日，#場長はXとの面談で，

࿑からୀすればXをリストラの対象から外し0ࣾ

の表取締役としてޏ用をकるࢫを約束し，同日，X

は࿑をୀした。同年6月4日，:ࣾはXに本件

会ࣾ分割に伴う࿑ಇ契約ঝ継の通知書を交付した。

同年6月7日，#場長・人事࿑務担当者はXらに

本件会ࣾ分割の概要をઆ明した。同年6月10日，X

は:ࣾୀࣾにあたりൿີ保持約書を提出し，同月

11日頃，Xは0ࣾとのޏ用契約書の配を受けた。

同年6月12日，ঝ継法上の通知期限日（5条ڠ議の

実施期限）が౸དྷし，同月27日，:ࣾגओ総会にお

いて本件会ࣾ分割に係る新設分割計ըがঝ認された。

同年7月2日までに，Xはޏ用契約書に署名押印し，

同月2日以߱，Xの࿑ಇ契約は0ࣾにঝ継された。

ฏ成26年1月20日，0ࣾはXに解ޏ通知書を交付

し同月31日付で0ࣾの解ࢄ決議を理由に0ࣾを解ޏ

するࢫの意ࢥ表示をし，同月31日，0ࣾはגओ総会

決議により解ࢄした。ฏ成27年4月11日，Xは本訴

を提起した。

2　裁判所の判断

　本判決は，本件会ࣾ分割に伴うXの࿑ಇ契約のঝ

継に関する手続きが5条ڠ議のझࢫに違反するかにつ

き，以下のとおり判断してXの請求を認༰した。

⑴　࿑ಇ者の希望等をも౿まえつつ分割会ࣾにঝ継

の判断をさせることによって，࿑ಇ者の保護をਤろ

うとする5条ڠ議のझࢫからすると，ঝ継法3条は

適正に5条ڠ議が行われて当֘࿑ಇ者の保護がਤ

られていることを当વの前提とする。

式会ࣾの新設分割において，ঝ継法3条によג　　

れば分割をする会ࣾとの࿑ಇ契約が分割によって

設立される会ࣾにঝ継されるものとされている࿑ಇ

者と当֘分割をする会ࣾとの間で，5条ڠ議が全く

行われなかった場合，又は，5条ڠ議が行われたも

のの，その際の当֘会ࣾからのઆ明やڠ議の内༰

がஶしく不े分であるため法が5条ڠ議を求めたझ

に反することが明らかな場合には，当֘࿑ಇ者はࢫ

当֘ঝ継のޮ力を૪うことができ，分割会ࣾとの

࿑ಇ契約上の地Ґ確認の訴えを提起することがで

きる（最高裁ฏ成22年7月12日第ೋখ法ఊ判決

ʤ日本アイ・Ϗー・Τム（会ࣾ分割）事件ʗ࿑ಇ判ྫ

1010号5ทʥ）。
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　　5条ڠ議が法の求めるझࢫにԊって行われたかど

うかを判断するに当たっては，ฏ成12年࿑ಇল告

示第127号「分割会ࣾ及びঝ継会ࣾ等がߨずべき

当֘分割会ࣾが締結している࿑ಇ契約及び࿑ಇڠ

約のঝ継に関する措置の適切な実施をਤるための

指」にԊって行われたものであるか൱かもे分に

。されるべきであるྀߟ

⑵　Xは，#場長との間のݸ別の話合いにおいて

は，リストラや࿑ಇ合に加入してリストラに߅う

ことで不利益を被る֖વ性が高いことを示ࠦされる

中で，࿑ಇ合をୀすることと引替えに࿑ಇ契

約の0ࣾへのঝ継の選択を迫られたにすぎず，そ

のような話合いの内༰は，Xが࿑ಇ契約を0ࣾに

ঝ継されることに関する希望のௌ取とはఔԕく，法

が5条ڠ議を求めたझࢫに反することが明らかであ

る。したがって，Xは，本件会ࣾ分割による:ࣾ

から0ࣾへの࿑ಇ契約ঝ継のޮ力を૪うことがで

きる。

3　本判決の検討

⑴　本判決は，前掲日本アイ・Ϗー・Τム（会ࣾ分割）

事件の判ྫを౿まえて，ঝ継法3条に基ͮき分割

会ࣾとの࿑ಇ契約が新設会ࣾにঝ継される࿑ಇ者

が契約ঝ継のޮ力を૪うことができる要件を，①5

条ڠ議が全く行われなかった場合，又は②5条ڠ

議における分割会ࣾからのઆ明やڠ議の内༰がஶ

しく不े分であるため，法が5条ڠ議を求めたझࢫ

に反することが明らかな場合とし，ฏ成24年5月

31日の#場長との面談を5条ڠ議ととらえ，不

当࿑ಇ行ҝ（支配介入）ともいうべき言動のあっ

た当֘面談を要件②に֘当するとして，Xの請求

を全部認༰したおそらくॳの事ྫ判決である。なお，

控訴審で解が成立している。

⑵　どのような事情があれば要件②に֘当するといえ

るかについて，本判決が引用した前掲日本アイ・

Ϗー・Τム（会ࣾ分割）事件の判ྫ解આは，「5条

議における会ࣾଆからのઆ明が，そのଶ様や内ڠ

༰に照らして，ݸ別࿑ಇ者がڠ議において自らの

࿑ಇ契約のঝ継に係る意向等を明らかにするための

ものとしてஶしく不े分であったかどうかが問に

なる」「当֘࿑ಇ者がঝ継をڋ൱するݸ別的事情，

会ࣾଆが分割計ը等のॾ事情に照らして当֘࿑ಇ

者の要求を受け入れಘる現実的可能性の有無，そ

の他ڠ議のଶ様等のいかΜによっては，当֘ڠ議

がஶしく不े分であるとされる༨地もありಘる」と

して，ڠ議のଶ様を判断要ૉとしてڍげている（খ

司「最高裁判所判ྫ解આຽ事รฏ成22年度ྛ

（下）」477ท以下）。本判決は，上記 2 ᾈのXと

議がஶしく不ڠ議のଶ様から，5条ڠ場長との#

े分であると判断したものと解される。

⑶　なお，本判決は，XのओҐ的請求が৴義則に反

する訴権の行といえるかについて，本訴の提起自

体は，Xが0ࣾでۈ務を開始してから約2年�か月

後，Xが0ࣾを解ޏされてから約1年2か月後にな

されたものであるが，本訴の請求が消໓時ޮにかか

るものでもないことからすると，৴義則に反する訴

権の行に当たるとはいえないと判断した。この点，

裁判所は，解ޏ後の期間，࿑ಇ者及び用者のଶ

度等をྀߟして事案ごとに判断している。




